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Instagram 

あまーち後援会は社会福祉法人あまーちの運営・事業を支えるために活動しています。 

会員になって私たちの活動を支えてください。 

・年１回後援会総会を開催します。会員は総会に参加できます。 

・各種イベントに参加できます。 

・会報誌「うぉっちんぐ」を年４回お届けします。 

・会費は後援会の運営費として活用させていただきます。 

後援会活動 

・チャリテイコンサート・バザー・物品販売・広報委員会・その他活動 

 

＊個人会員 年額 １口  ２，０００円 ＊賛助団体 年額 １口 １０，０００円 

＜会費振込先＞口座番号：00950-6-130292＜加入者名＞「あまーち後援会」 

＜お問い合わせ＞ 

あまーち 橋本                ☎ 06-6438-6002 

 

 

 

社会福祉法人・ＮＰＯ法人の会計・税務・監査

多田公認会計士事務所

ＴＥＬ：0798-67-8762
西宮市大畑町２－２９　サーティ北口１０３

阪急西宮北口駅徒歩８分

編集人 社会福祉法人あまーち 

あまーち後援会 

〒661-0026 

尼崎市水堂町 3-13-3 

ＴＥＬ ： 06-6438-6002 

ＦＡＸ ： 06-6438-6008 

ＨＰ  ：http://www.ama-chi.jp/ 
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Tik Tok 

□入所式  1P 

□情勢       2P 

□特集：なかニコ会  3P 

□後援会ページ   4P 

※2-3Pは石油原料節約ページです。 

 

ようこそ 

あまーちへ 

２０２６年度

入所式 

尼崎ピッコロシアターで、今年も、宮名利育さんのラプソディーアチャリティーコンサートを開催していた

だきました。今年でなんと記念すべき 30 回目でした。聴きなじみのあるクラシックの名曲からジブリの曲

などバラエティーに飛んだ素敵な演奏会でした。とても壮大でなだらかピアノの旋律と心温まるフルートの

音色が響いて、なかまたちも共に歌を口ずさんだり身体を動かしたりと、とても充実した時間を過ごす事が

出来ました！宮名利さんありがとうございました。来年は 5/5 です。今からとても楽しみですね♪ 

 

 

浦 響さん、勝又 咲大さん、 

松本 優希さん、北林 幸武さん 

以上4名の皆様、入所おめでとう

ございます。 

 

 

 

 

 

 

後援会へのご協力ありが

とうございます。 

  チャリティーコンサー

ト 演奏参加 （敬称略） 

宮名利 育、小林 由佳 

５月３０日（土）に第２８

回後援会総会を開催

します。 

次号にて詳細を報告

させていただきます。 

ksksあまーち 

うぉっちんぐ  号 

うぉっちんぐの下地はな

かまの作ったマーブリン

グを下に作成しました！ 

http://www.ama-chi.jp/
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今、私たちにできることは。 

加山 吉恵  

 ２０２６年に入ってすぐに、アメリカ・トランプ政権によるベネゼエラへの攻撃、アメリカ、イスラエ

ルのイランへの先制攻撃があり、今年も新たな戦争がはじまりました。たぶんトランプ氏はすぐに終わる

と思って始めたのだと思いますが、ロシアのウクライナへの侵略、イスラエルのガザへの攻撃など終息の

目途もなく、泥沼化し悲惨さが増している状態となっていることからも、長期化することは予想が付きま

す。そんな時に高市首相は、憲法を変えて防衛費を増やして、国の安全を守る準備を圧倒的多数の力でど

んどん進めています。それで本当に平和を守ることができるのでしょうか。そのことを周りの人たちと考

える時が今なんだと思います。 

あまーちでは、障害のある人たちと共に学ぶという事をずっと続けています。SDGs、障害者権利条約、

虐待防止、優生保護法問題、戦争や日本国憲法についても、できるだけわかりやすく動画も交えながら、

障害のある人と、どのような内容の学習会にするのかなど事前の準備から、時には講師や発表者になって

進めてきました。その中でも「平和」については、一度戦争になると障害のある人や子ども、女性、高齢

者は一番の犠牲になり、先の戦争でも、障害のある人は「ごくつぶし」「役立たず」と差別され大変苦しい

体験だったいう事も学びました。大勢の人の命と人権とは、かけ離れた状態になることは証明済みです。

そのような悲惨な状態を二度と起こさないという崇高な理念と多くの人の願いから作られた日本国憲法の

前文を読み返してみたいと思います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

みなさんいかがでしたか。８０年前の人々の決意と理想を守ることが、今私たちにできることではない

かと考えています。 

特集 
なかニコ会 

 

ほっとスペースあまーちでは、なかま（利用者）を中心に

した自治会「なかまが輝くニコニコ会（通称：なかニコ

会）」があります。なかニコ会では運営・イベントなど企画

を代表委員を中心に全てなかまが行います。 

楽しいイベントだけではなく、学習会や運動・なかまの仕

事向けての取り組みなどの話し合いも行っています。また、

先日なかニコ会代表委員だけで署名活動を行った際の様子

も、会長である鷲東さんに伺いました。 

会議は楽しく真剣に！ 

ミーティングで唱和します。 

なかニコ会で考えました！ 

なかニコ会の会則はみんなの見

える所に掲示してます。 

毎年恒例！みんなが楽しみにしてる「ハ

ロウィン」もなかニコ会が企画してます 

なかニコ会主催の学習会では「営業」に

ついてみんなで学びました☆ 

第 49 次きょうされん署名募金活動 

御協力いただきありがとうございました！ 

署名数  1,751筆 

募金額 64,791円（5/15付） 

近隣の皆様、学校関係者の皆様、後援会の皆様

沢山の方々にご協力いただき、お礼申し上げま

す。 

先日、5 月 8 日に武庫之荘駅南側で 49 次きょうさ

れん国会請願署名の街頭署名を行いました。 

今回はなかニコ会代表委員のメンバーを中心に、後

援会の方にもサポートをいただきながら、自分たちの

思いであったり生活に困っている状況を街ゆく方々に

訴えかけ署名や募金のご協力をいただきました。 

その中で、やっぱり大切だなぁと感じた事は障害を

持つ当事者の自分たちが諦めず、声を出し続けて発信

することは皆さんもよく耳を傾けてくださるんだなぁ

と思い、ありがたい気持ちと同時にもっと日々発信の

声が届くように頑張らないといけないなと強く感じま

した。現状の自分たちを取り巻く環境が整っていると

は言い切れないし、何を持って普通の生活というのか

も難しいですが、この社会に暮らす 1人として自分た

ち生活や、未来を守る為にも署名活動や、障害福祉に

つ い て 伝 え 続 け て い き た い と 思 い ま す 。 

なかニコ会 代表委員会 鷲東 建志 

 

「日本国憲法 前文 」 
「日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、われらとわれらの子孫のために、諸国民と

の 協和による成果と、わが国全土にわたって自由のもたらす 恵沢を確保し、政府の行為によって再び戦争の惨禍が

起る ことのないやうにすることを決意し、ここに主権が国民に 存することを宣言し、この憲法を確定する。 そもそも国

政は、国民の厳粛な信託によるものであって、 その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれ を行使

し、その福利は国民がこれを享受する。これは人類 普遍の原理であり、この憲法は、かかる原理に基づくもの であ

る。われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔 勅を排除する。 日本国民は、恒久の平和を念願し、人間相互

の関係を支配 する崇高な理想を深く自覚するのであって、平和を愛する 諸国民の公正と信義に信頼して、われらの

安全と生存を保 持しようと決意した。われらは、平和を維持し、専制と隷 従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しよう

と努めている 国際社会において、名誉ある地位を占めたいと思ふ。われ らは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏

から免れ、平 和のうちに生存する権利を有することを確認する。 われらは、いづれの国家も、自国のことのみに専念

して他 国を無視してはならないのであって、政治道徳の法則は、 普遍的なものであり、この法則に従ふことは、自国

の主権 を維持し、他国と対等関係に立たうとする各国の責務であ ると信ずる。 日本国民は、国家の名誉にかけ、全

力をあげてこの崇高な 理想と目的を達成することを誓ふ」 

 


